
○成田市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２５年３月２１日 

規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，成田市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

（平成２５年条例第１０号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の申出） 

第２条 子育て支援センターを使用しようとする者は，市長が備え付ける利用

者カード（別記様式）に必要事項を記入し，市長に申し出なければならない。 

（遵守事項） 

第３条 子育て支援センターを使用する者は，次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 施設，設備，備品等の損傷及び滅失に注意すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか，職員の指示に従うこと。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２５年７月１日から施行する。 

（成田市子ども館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止） 

２ 成田市子ども館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年規則第

５９号）は，廃止する。 

（成田市社会福祉施設苦情解決実施規則の一部改正） 

３ 成田市社会福祉施設苦情解決実施規則（平成１４年規則第１７号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



 


